
○子育て世帯に対する給付

新型コロナの影響が長期化する中､子どもたちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、０歳

から高校３年生までの子ども(*)に、1人あたり10万円相当の給付を行うことが決定しました。

支給方法については、原則として、５万円は年内を目途に現金で、残りの５万円相当は、地

方自治体の判断で、現金またはクーポンによる給付となっていましたが、これに加えて、年内

に10万円を現金で一括支給する方法も認められました。自民党との調整の結果、児童手当

と同様に、年収960万円を基準とする所得制限が設けられましたが、約9割が支給対象にな

ります。

【支給対象となる所得・収入基準について】

○学生支援緊急給付金

コロナ禍の影響に関わらず、学業を断念することがないよう、困窮学生に対する学生支援緊

急給付金が実現しました。給付対象は、困窮する大学生や専門学校生、留学生などの約67

万人で、一人当たり10万円を支給します。申請は、通っている大学等で受け付けます。一方、

給付型奨学金を受け取っている低所得世帯には、申請不要の「プッシュ型」で支給します。

○住民税非課税世帯に対する給付金

新型コロナの影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住

民税非課税世帯に対して、１世帯あたり１０万円の現金を給付します。

対象は、①世帯全員の2021年度分の住民税均等割が非課税である世帯と、②新型コロナの影響を受けて家計が急

変し、2021年１月以降の任意の１か月について、世帯全員のそれぞれの年収見込み額が住民税非課税水準以下の

世帯です。

○まずは医療従事者からスタート

感染拡大の“第６波”が懸念される中、新型コロナワクチンの３

回目接種が１２月からスタートしました。公明党が３回目接種

の無料化を主導し実現したものです。

ワクチンの接種間隔は、２回目接種からおおむね８カ月として

いますが、医療従事者や高齢者施設等の入居者・従事者は、

間隔を６カ月に、その他の高齢者も、来年２月以降、間隔を７

カ月に、それぞれ前倒しすることも可能となりました。

○介護、保育などの現場で働く方の収入を引き上げ

介護、保育などの現場で働く方の給料が2022年2月からアップします。このうち、介護、障が

い福祉、保育、幼児教育等で勤める方の収入を月額9000円程度引き上げます。また、コロ

ナ医療を担う病院に勤務する看護職員は、月額4000円程度引き上げます。

コロナ禍克服に向けて公明党は、国民の生活や雇用を守るため、感染
拡大防止対策など、さまざまな政策実現に全力をあげました。ここで
は、2021年度補正予算案や2022年度税制改正の中から、公明党の主張
で実現した主な政策を紹介します。

＜「マイナポイント第２弾」のイメージ＞

最大２万円分のポ

イントを付与し、社

会全体のデジタル

化や消費喚起を後

押しします。

（※①については、
チャージや買い物を
した額の25％分を付
与するプレミアム方
式）

（＊）平成15年4月2日から令和４年3月31日までに生まれた子どもが対象

○2022年１月にスタート

公明党が公約に掲げた「マイナポイント第２弾（仮称）」が2022年１月から段階的に実施

されます。

マイナンバーカードを ①新規に取得した方に最大5,000円分、②健康保険証として利

用する方に7,500円分、③公的給付受取りの銀行口座と紐づけた方に7,500円分――

※実際の接種間隔は、ワクチン確保を含めた自治体の準備状況などによって決まりますので、それぞれの
自治体等にご確認ください。



○事業復活支援金〔28,032億円〕

公明党が売上減少額の小さい中小事業者等の支援を要請した結果、

補正予算には、事業復活支援金が盛り込まれました。

2021年11月から2022年3月のいずれかの月において、前年等の売

上高と比較して30%以上減少した中小事業者等については、地域や業

種を問わず、事業規模に応じて、売上減少額を基準に算定した額が

給付されます。

○中小企業等事業再構築補助金〔6,123億円〕

コロナ禍で利用者が減少した飲食店等が、宅配を始めるなど新たな分野に挑戦で

きるよう、公明党は事業再構築補助金の拡充に取り組みました。

具体的には、売り上げが厳しい事業者やCO₂の排出削減に挑戦する事業者等が、

新たに機械装置の導入等を行う際は､補助率を引き上げるなどの支援を行います｡

＜ものづくり補助金の補助上限額と補助率＞

（※１）従業員規模により異なる （※２）小規模事業者・再生事業者は２／３

申請類型 補助上限額（*1） 補助率

最低賃金枠
（業績が厳しい中でも､最低賃金を引き上げる事

業者への支援） 500万円、
1000万円、
1,500万円（*2）

中小3/4
中堅2/3回復・再生応援枠

（長期間､業績が厳しい事業者や事業再生に取
り組む事業者に対する支援）

通常枠
2,000万円､4,000万円､
6,000万円､8,000万円(*2)

中小2/3
中堅1/2(*3)大規模賃金引上枠

（多くの従業員の継続的賃上げと､雇用の増加・
生産性向上に取り組む事業者への支援）

１億円

グリーン成長枠
（グリーン成長戦略の課題解決に向けた研究開

発等に取り組む事業者への支援）

中小１億円､
中堅1.5億円

中小1/2
中堅1/3

(*1)補助下限額は100万円 (*2)従業員規模により異なる (*3)6,000万円超は1/2（中小）､4,000万円超は1/3(中堅)

○「新たなGo Toトラベル事業」〔2,685億円〕

（既存予算の活用を含めて合計13,239億円）

新たなGo To トラベルには、ワクチン接種証明書や

検査による陰性証明書の活用とともに、平日旅行

には地域共通クーポン券の額を上乗せし旅行需要

の分散化を図る（※1）、中小事業者や交通事業者

に配慮した割引額の設定（※2）など、公明党の主張

が随所に盛り込まれました。感染収束を前提に安

全・安心の形で再開し経済のⅤ字回復につなげま

す。

（※1）地域共通クーポン券：平日3,000円、休日1,000円
（※2）割引率30％、割引上限額10,000円（交通付きの商
品以外は7,000円）

＜「事業再構築補助金」の補助上限額・補助率＞

○中小企業生産性革命推進事業〔2,001億円〕

最低賃金の引き上げなど、相次ぐ環境変化の中において

も、中小事業者等が稼ぐ力を高めることができるよう、生

産性向上を後押しする補助金を大幅に拡充しました。

特に「ものづくり補助金」については、赤字企業の賃上げや

デジタル・脱炭素化等を後押しするための設備投資等に

係る補助率を引き上げます。

＜「事業復活支援金」の支給上限額＞

2021.12.18現在

○賃上げ税制を抜本的に強化！

賃上げや教育訓練に積極的な企業に対する税制支援を抜本的に強化します。具体的には、公

明党の主張を踏まえ、法人税から差し引く控除率について、大企業は雇用者全体の給与総額の

対前年度増加額の最大30％（現行：最大20％）、中小企業は同40％（現行：最大25％）へ大幅

に引き上げるとともに、非正規雇用者や転職者も含めた従業員の賃上げや教育訓練を一層促す

仕組みに改正することとなりました。

○固定資産税の引き上げを軽減！

令和３年度に限り税額が据え置かれていた土地の固定資産税について、来年度は評価額の５％

を上限に引き上げられることとなっていました（約６割の商業地で増税。約2割の地点で10％以上

の増税になると試算されている）。公明党は、現下の厳しい経済状況を踏まえ、何らかの負担軽

減策を講ずるべきと強く主張し、後ろ向きな自民党と粘り強い協議を続けた結果、令和４年度に

限り、商業地の引き上げ幅を2.5％に半減することで合意することができました。

◇ 2022年度税制改正 ◇

内部討議資料


